
第６回
熊毛保健医療圏地域医療構想調整会議

日時：令和元年７月３０日（火）

１８：００～１９：３０

場所：熊毛支庁 第２会議室

会 次 第

１ 開 会

２ 熊毛支庁保健福祉環境部長あいさつ

３ 説 明

（１）熊毛保健医療圏地域医療調整会議について

（２）平成３０年度病床機能報告（速報値）について

４ 協 議

（１）２０２５年に向けて医療機関が担う医療機能と今後の計画につい

て（種子島医療センター，屋久島徳洲会病院）

（２）次回のスケジュール（案）について

５ その他

６ 閉 会

熊毛支庁保健福祉環境部健康企画課
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　代理 ： 中野　哲男
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熊毛保健医療圏地域医療構想調整会議設置要綱 

（設置） 

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下「法」という。）第３０条の１４

の規定に基づき，鹿児島県地域医療構想（以下「構想」という。）において定める

将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の構想の達成を推進するために

必要な事項について協議するため，熊毛保健医療圏地域医療構想調整会議（以下「調

整会議」という。）を設置する。 

（検討事項） 

第２条 調整会議は，前条の目的を達成するため，次の事項について検討する。 

  (1) 熊毛保健医療圏における地域医療構想に関する事項 

  (2) その他必要な事項 

（組織） 

第３条 調整会議は，委員 20 人以内で組織する。 

２ 委員は，法第３０条の１４に掲げる者その他の関係者のうちから熊毛支庁長が委

嘱し，又は任命する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年以内とする。 

２ 補欠又は増員により選任された委員の任期は，前任者又は現任者の残任期間とす

る。 

３ 委員は，辞任又は任期満了後においても，後任者が就任するまでは，その職務を

行わなければならない。 

４ 委員は，再任を妨げない。 

（議長及び副議長） 

第５条 調整会議に議長１名及び副議長１名を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 議長は，会務を総理し，調整会議を代表する。 

３ 副議長は，議長を補佐し，議長に事故あるとき，又は議長が欠けたときは，その

職務を代理する。 

（調整会議） 

第６条 調整会議は，議長が招集する。 

２ 調整会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 議長は，調整会議の議事を整理する。 

（部会） 

第７条 調整会議に，個別の課題等を解決するため，必要な部会を置くことができる。 

２ 部会は，議長が招集する。 

３ 第４条，第５条並びに第６条第２項及び第３項の規定は，部会について準用する。

この場合において，これらの規定中「調整会議」とあるのは「部会」と，「委員」



とあるのは「部会員」と，「議長」とあるのは「部会長」と，「副議長」とあるの

は「副部会長」と読み替えるものとする。 

４ 部会の運営に関し必要な事項は，議長が別に定める。 

（委員等の代理出席） 

第８条 委員又は部会員がやむを得ない事情により出席できない場合においては，そ

のものが指定し，これを議長又は部会長が承諾した者について，代理出席させるこ

とができる。 

（関係者の出席等） 

第９条 調整会議又は部会において必要があると認めるときは，議長又は部会長は，

学識経験を有する者又は関係者の出席を求め，意見を聴くことができる。 

（報償費及び旅費） 

第 10 条 委員及び部会員（代理出席者を含む。）並びに前条の規定により出席した者

には，「報償費」及び「普通旅費」を支給することができる。 

（庶務） 

第 11 条 調整会議の庶務は，熊毛支庁保健福祉環境部健康企画課で処理する。 

（その他） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか，調整会議の運営に関し必要な事項は，議長が

定める。 

附 則 

１ この要綱は，平成 29 年３月 15 日から実施する。 

２ 調整会議の設置当初の委員の任期は，第４条第１項の規定にかかわらず，平成 31

年３月 31 日までとする。 

３ この要綱は，令和元年６月 24 日から実施する。 


